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○ 利殖商法 

 ｢半年でお金が倍以上になる」「上場確実、必ずもうかる。元本は保証されている」などともうけ

話に誘い込み、その金銭を騙し取る商法 

○ 点検商法 

 点検に来たと家庭を訪問して「屋根瓦がずれている。このままだと雨漏りする」などと不安を

あおり工事などを行い、高額な代金を請求する詐欺的商法 

○ 送り付け商法（ネガティブオプション） 

 注文（申し込み）していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上支払わなけ

ればならないと思い込ませ、代金を騙し取る商法 

○ 霊感商法 

 ｢あなたの家には悪霊が取りついている」などと人の不幸や不安に付け込み、高額な印鑑や

壺、数珠などを売り付ける商法 

○ 催眠（ＳＦ)商法 

 安売りや講習会の名目で人を集め、日用雑貨を無料で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態に

し、最後に高額の商品を売り付ける商法 

○ マルチ・マルチまがい商品 

 商品を購入して会員となり「新たな会員を勧誘すれば高いリベートが得られる」と称して、高額

商品を売り付ける商法  

 

     

 

 

 

 

 

令和８年 

 

須磨警察署 

☏731-0110 

～うまい儲け話に要注意を！ 

悪質商法の被害に遭わないための防犯ポイント 

うまい話を信用しない！ 

   うまい話、絶対もうかる話には、必ず大きな落とし穴･･･ 

そうだんする！ 

   ひとりで判断せず、家族・知人・相談機関に相談を 

つられて返事をしない！すぐに契約しない！  
   悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます 

きっぱり！はっきり！断る！ 

   あいまいな返事をせず、キッパリ！ ハッキリ！ 断る！ 
 

少しでも「不安」を感じたら、その場で契約せずに、迷わず相談を！ 

警察相談専用電話   #９１１０ 

又は、最寄りの警察署へ相談しましょう。 

 




